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午前１０時開会
堀田事務局長

  矢部・清和・蘇陽合併推進協議会第４回会議を開会いたします。

　本日、司会進行を務めさせていただきます事務局の堀田でございます。よろしくお願い申し上げます。

　本日の会議は、委員１５名全員出席されております。協議会規約第８条第１項に定める定足数を満たし、会議が有効に成立していますことを御報告申し上げます。

　ここで、会議に入ります前に、３町村長とも先月の統一地方選挙において当選されております。この場でお一人ずつごあいさつをいただきたいと考えております。

　それでは、矢部町の甲斐町長からお願いいたします。

甲斐矢部町長

  皆さんおはようございます。今、協議会の掘田事務局長から紹介がありましたが、私の方も無事当選することができました。３期１２年、社会福祉協議会、矢部土木協会、老人会等のご支持をうけ当選することができ、引き続きこの協議会、合併に向かって、合併になれば２年の任期でありますが頑張ってまいりたいと思っております。

　それから選挙戦の中で合併問題は、住民の皆さん関心があります。私は国に金がないから合併しなければならない状況にあるということを前提に進めましたものの、それはそれとして合併のメリットを今から採択して、それを考えながら新しい町を考えていくべきではないかというようなことを協議してまいったところでありますが、いろんな座談会で大方の皆さんは、合併の必要性については理解していただいたと思っております。まだまだ細部についての情報不足を痛感いたしておりますので、引き続き住民の皆さんに対しまして情報を流しながら、新たな基本理念、新たな町へ頑張ってまいりたいところであります。

　どうか皆さんにおかれましても御理解の上、さらなる協議会の次の段階の進展を私たちも考えていきたいと思っておりますので、御理解を賜りながら御協力をいただきたいと思います。

　改めて選挙時点でもいろいろ心配をいただきましたけど、御理解をいただきましてお礼申し上げたいと思います。

堀田事務局長

ありがとうございました。それでは、続きまして清和村の兼瀬村長にお願いします。

兼瀬清和村長

おはようございます。４月の統一地方選挙におきまして再選をいただきました。どうかこれからも今まで同様、皆様の御指導、御鞭撻をいただきますようにお願いいたします。

堀田事務局長  

ありがとうございました。

　それでは、最後になりましたけれども、蘇陽町の後藤町長、よろしくお願いいたします。

後藤蘇陽町長

おはようございます。３回目の町長選挙に立候補いたしましたものの、大変厳しい選挙でございましたけれども、町民の皆さん方には暖かいご支持を受けたわけでございます。選挙前から選挙中を含めまして、町村合併をいかに進めていくべきか、そしてまた将来に向けて蘇陽の大地をどのような形で展開していくか、自治圏、あるいは経済圏、あるいは文化圏といろいろと十分に検討しながら町内を飛び回ってまいりましたが、なかなか自治圏、いわゆる総合的に見た町民の生活圏の本番の私の町も、大いにございましてそのことを含め、慎重に審議をしながら、３回目の皆さんの支持を受けました私の地区のこともしっかりと検討させていただきたいということが重要なことではないかと思っております。今後、矢部町さん、清和村さんを含め近隣町村との町村合併に向けまして検討を深めながら、しっかりした町づくりを行ってまいりたいと思っております。特に、矢部町と清和村、蘇陽町の概要におきまして住民の皆さんの声が蘇陽町は借金、この借金の話が蔓延いたしまして、まだまだ住民に対する財政の中身につきましても私どもが、情報が不足いたしているところでございますので、そのあたりまでも含め十分検討しまして前向きに進めてもらいたいというふうに考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

堀田事務局長  

ありがとうございました。

　それでは、本日、上益城地域振興局より局長がお見えでございますので、ここでごあいさつをいただきたいと思います。

興梠上益城地域振興局長　　　 

おはようございます。改めまして、３人の町村長さんそれぞれ御当選おめでとうございます。合併問題につきましては３町村合併に向け論議されているわけでございますが、１７年３月の期限に向けては、ここしばらくが、まさしく正念場じゃないかなというふうに思っておりますし、私ども３町村との行方を見ながら合併に支援をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

堀田事務局長

  ありがとうございました。

　それでは、ここでお祝いの言葉承りたいと思いますのでよろしくお願いします。

田上聖委員（矢部町）　

　まずは３町村長さん方、当選おめでとうございます。選挙、私たちも含めてでございますが、大変それぞれ厳しいものでございますが、それぞれに町民の支持をお受けになり当選されましたことを私どもも大変うれしく思っております。同時に、前の町村長さん方、大変おそろいでございます。町村合併についての今までの流れの中で、枠組みの中で進んでいくものと大変安堵しております。皆様におかれましてもそれぞれ町民の、村民の付託にこたえていただくように頑張っていただくことを事前にお願いしましてお祝いの言葉とさせていただきます。本当におめでとうございます。

堀田事務局長 

ありがとうございました。

　それでは、議事に入りたいと思います。入ります前に、配付しております資料の確認をさせていただきたいと思います。まず、本日の会議次第、次に色刷りの「矢部町・清和村・蘇陽町の将来を考えよう」というパンフレットビジョンでございます。それからその資料編、３町村の現況、概要版でございます。最後に現況調査の報告書、以上５点あります。御確認をいただきたいと思います。全部ございますでしょうか。

　続きまして、議題に入りたいと思います。まず、協議第１０号でございますが、役員選出についてということで出しておりますけれども、これは先ほど述べましたように４月で、３町村長とも任期が終了していることによるものであります。規約第５条第２項をちょっと読んでみますと、役員は、役員と申しますのは会長、副会長でございますが、役員は、矢部町、清和村、蘇陽町の長が協議し、前条第２項に規定する委員の中からこれを選任するというふうになっております。既に先般３町村長の会議がなされまして、その席上、引き続き会長に矢部の甲斐町長、副会長に清和の兼瀬村長及び蘇陽の後藤町長がお受けすることで内諾をいただいております。委員の皆様、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

堀田事務局長 

ありがとうございます。それでは、会長に甲斐町長、副会長に兼瀬村長及び後藤町長に御就任いただくことで決定したいと思います。

　以後の議事進行につきまして、規約第８条第２項の規定によりまして、会長が会議の議長となるというふうになっておりますので、以後、甲斐会長によろしくお願いいたしたいと思います。

甲斐会長  

それでは、引き続き会長に指名いただいたということで、議事を進めてまいりたいと思っております。今後ぜひ皆さんの御理解、御協力をお願いしたいと思います。

　それでは、座って協議をしていきたいと思っております。

　それでは早速ですが、会議次第に従いまして進めてまいります。まず、協議事項の第１１号でありますが、これは新町将来ビジョンについてでございます。事務局の方から説明をいたします。

事務局（藤原）

  おはようございます。協議会事務局の藤原と申します。よろしくお願いいたします。

　それでは、新町将来ビジョンについて御説明をさせていただきたいと思います。前回御協議いただきました将来ビジョンでありますけれども、カラーでごらんいただくのは今回が初めてであると思います。より現実に近いものということでカラー刷りのところをごらんいただいているところでございます。

　それでは、前回の協議会以降、企画部会等で協議を行いまして、変更になった部分を中心に御説明をさせていただきたいと思います。それでは、表紙の方からごらんいただきたいと思いますが、表紙の方は前回の協議会においてキャッチフレーズを御決定いただきましたので、その「潤い、文楽、そよ風でつづる新しいまち」というキャッチフレーズを中に入れさせていただいております。

　見開いていただきますと、合併の背景と地域の特性というのが記載されておりますけれども、右側の地域の特性について、矢部町の欄のところでございますが、矢部町の欄の１行目の「古くは中世の豪族「阿蘇氏」の拠点として栄え」というくだりがございますけれども、これは前回「古くは「阿蘇氏」の拠点として栄え」というふうになっておりましたので、中世の豪族というのを特性項目に入れさせていただいております。

　それと、３行目の「主な産業は農林業で、気候・風土を生かした有機農業が盛んです」という部分がございますが、これも前回までは「主な産業は農業と林業です」というふうになっておりましたものを、気候・風土を生かした有機農業が盛んですというふうに補足をさせていただいております。

　それと、清和村の欄につきまして１行目ですが、「県の東部に位置する農山村です」というくだりがありますけれども、前回まで「県の最東端に位置する」というふうになっておりましたので、東部というふうな記載に変更をしております。

　それと、さらにページをめくっていただきますと、見開いていただきますと、一番左に新町の基本理念ということで、新町将来ビジョンについてということで記載をしております。ここの２行目、４行目に、日向街道という言葉が出てまいりますけれども、これも前回、日向往還というふうに記載をしておりました。一般的に日向往還よりも日向街道という言い方の方が一般的ではないかということで、日向街道ということで記載をさせていただいております。

　それと中ほど２ページにつきましては、５つの風を載せておりますが、この５つの風を説明する言葉として「みんなで興そう！新しい風」という言葉を上の方に記載をさせていただいております。これは前回協議会において２番目に多かった、キャッチフレーズの選定のときに２番目に多かった言葉をここに入れさせていただいております。

　それと、２番の「むらの自慢を運ぶ風」という項目が、前回の資料では５番目にあったと思います。これは前回飯開委員の方から、３町村の基幹産業である農業についてもう少し強調するようにという趣旨の御意見がございましたので、５番目にありました「むらの自慢を運ぶ風」を２番の方に移動しております。順次１つずつ順序が入れ変わっております。

　２番の具体的な施策の黒丸のところでございますけれども、２番目に気候風土を生かした有機農業の推進と実践というふうに記載をしておりますけれども、これが前回有機農業の推進と実践という記載のみでしたので、ここに気候・風土を生かしたというふうにつけ加えをさせていただいております。

　それから、写真の方が上の方に、３町村の写真が載っておりますけれども、これも多少写真の入れかえをさせていただいております。

　それと、一番右側の合併の効果と課題についてでございますが、これも合併の効果あたりを過大に表現するような言い回しですとか説明が不足する部分がございましたので、全体的に言い回しの変更ですとか説明をつけ加えた部分がございます。前回の効果と課題の分に比べますと少しボリュームがアップしたような形で記載をさせていただいております。

　それと、上の方の３行については特につけ加えをさせていただきましたので御了解いただければと思います。

　それと、一番最後のページでございますが、合併による財政効果の試算というところでございます。ここのところは全体的に右と左の入れかえを行っております。見やすいように、例えば合併スケジュールと用語解説は前回ごらんいただいたときには合併スケジュールの方が右側にあって用語解説が左側の方にありますので、全体的に見やすいようにちょっと入れかえをさせていただいております。

　それと、合併による財政効果の試算のところでございますが、ここも当初財務効果の試算というふうに記載をさせていただいておりましたけれども、財政効果の試算というふうに訂正をしております。

　それと、地方交付税の１番の普通交付税というところの欄でございますけれども、ここは当初普通交付税の算定の特別措置（合併算定替）１１７億円というふうに記載をしていたと思います。これだけではちょっと皆さんに、住民に配ったときに誤解を受けやすいのではないかということで、ごらんのとおり平成１７年３月までに３町村が合併し、合併特例法の適用を受けた場合と、うち特例法の適用を受けずに合併した場合の普通交付税の差ということで１００億円、それと、２番目に合併せずに単独を選択した３町村の普通交付税の合計額との差４０億円というふうに誤解をいただかないように記載をしているところでございます。

　それと、その欄の右側の方の１０年間の人件費削減見込み額３５．１億円というふうに記載をしておりますが、これにつきましても前回は特別職、議員の減少による人件費削減額１３億円というふうに記載をしておりました。これに職員の削減分の人件費も含めまして３５．１億円というふうに記載をさせていただいております。一応、ビジョンについては以上でございます。

　それと、お手元の方に「矢部町・清和村・蘇陽町の将来を考えよう」資料編というのがお手元にあると思いますが、この資料編は今説明いたしましたビジョンを補足する資料編ということで作成をしております。配付の対象といたしましては各町村の議員の皆様と役場の職員の皆様、住民説明用に使っていただければということで作成をしているところでございます。ページをめくっていただきまして２ページに目次を記載していると思いますが、全体的な工程といたしましては、１番、地域の現状、２番、合併の背景、３番、合併の効果と課題、４番、合併ビジョンの骨子、５番、３町村の将来推計ということで構成をさせていただいております。

　１番の地域の現状から簡単に御説明をいたしますと、５ページから７ページにかけまして町村の概要ということで、３町村の総合計画を簡単に取りまとめたものと３町村の面積比較、それと３町村の土地利用の状況を載せております。

それと、２番目の人口構成については８ページから９ページに記載をいただいておりますけれども、３町村の人口構成の推移を町村ごとに記載をしていただいております。

　それと、３番目の産業構造につきましては１０ページから１２ページに記載をさせていただいております。これも３町村の産業人口の構成の推移ですとかを生産高の比較ですとかそういったものを記載させていただいております。

　４番目の財政状況につきましては１３ページから１７ページに記載をさせていただいております。３町村の財政状況、経常収支比率、公債費比率、財政力指数、決算状況のデータを記載させていただいております。

　それと、２番の合併の効果につきましては２５ページから２７ページに記載をさせていただいておりますが、先ほど御説明いたしました効果と課題をそのまま記載しております。

　それと、３０ページにつきましては先ほどのパンフレットの合併による財政効果の試算の算出根拠、計算式等をできるだけ詳しく記載をさせていただいているところでございます。

　それと、４番の合併ビジョンにつきましては３７ページから４０ページに記載をさせていただいております。これもパンフレットの中身とほとんど変わりはございません。

　それと、５番目の３町村の将来についてということで４２ページから４４ページに記載をさせていただいております。将来の人口推計、それと高齢化の推移、それと生産人口の推移予測、それと高齢化の推移、それと生産人口の推移予測、それと人口構成の推移予測、財政推計ということでグラフにしたものを掲載させていただいております。以上でございます。

甲斐会長 

説明を終わりましたが、まずお尋ね、御意見ございませんか。

　この前、３ヶ町村長で事前協議もしたわけですが、ただし新町計画の中でここが合併して勢いあるいは人口増あたりを目指すべきではないかという意見もありました。人口増対策についてはその後新しいビジョンでは人口減少という形で、施策としてはでております。いきなり人口を増やしますといっても非常に施策そのものが今の段階では難しい状況になっていますので、そのあたりについてはビジョンの中では町村で具体的には施策としては、公約的な施策としては盛り込んでおりませんが、とりあえず新しいビジョンの中にはそういう具体的なことはうたっておりませんが、産業政策等は当然やっていく必要があると思っています。

　この中では人口増対策については現実的に非常に難しいから、それらのいわゆる３，０００人なら３，０００人将来的に増やしますということについてはきっちりと望めないのではないかということでまとまりましたけれども、そこに書いてありますような具体的な方向としては検討するけれどこういう形で御回答をいただいているところでありますので、つとめてそのあたりも含めて御意見を賜るならと思っているところです。そういった会議ですから、形どおりのやり方じゃなくて、いろいろな論議が必要だと思いますので、事前にはそういった議論もいたしたということで了解をしていきたいと思います。

　それと、蘇陽町長あたりがよく言われるように、高速が通ることによる新しい町の効果、そのあたりについては私自身も清和村長も思っているところですが、最近ではこの前、日本道路協会の総会が東京でありまして、その中で総裁として、やはり理事として道路公団の総裁であります藤井治芳さんが、この人がお見えでしたので、私の方も非常に先行き延岡線についてはいろいろ話題になっているようですが、非常に心配ですということで、そのあたり言ったのですが、藤井総裁、もうあれはやりますからと、いろいろあっても私はやりますからというコメントを言っていただきました。

　しかし、藤井さんもそろそろ任期、もうタイミング的に任期ではないかという思いもありますが、藤井さんは非常にストレートに、歯に絹きせないような発言をされる方ですので、私はそれに対して非常に気をよくしたところですが、将来像の中で確かに高速道がまずは矢部まで、それから以東、それから北方まで、このあたりについては非常にできましたときの新しいまちのハードな面の姿としては随分と期待できるのではないかと思っておりますので、地図の中にはこのように矢部インターまでは実線で、清和村と蘇陽までは点線で至る延岡ということ書いてあるわけですが、これは、私はかなり大きな沿線的になっていくものと期待しております。

私の方も去年ですか、東北の方に行きましたとき皆さん御存じだと思っていますが、東北の方、高速と新幹線がずっと延びています。ごく最近青森まで、八戸まで延びておりまして、従前考えられなかった冬場のキャンペーンも実をいうと青森はやっています。高速交通効果だろうと思っておりますので、将来像を考えていくときに、この高速道路の動向というか、話については随分と皆さんも関心をお持ちだと思いますので、最近の情報としておつなぎを申し上げたところでありますし、さっきの江藤隆美さんも矢部においでいただきました報告の中でも、やはり夏場までが正念場、だから地元としてもまとまって運動展開をというような助言をいただいておりましたし、いわゆる民営化推進委員会の一つの結論をどうも少しずつ現実にありますと、推進になりますと少しずつ変わってきているようでありまして、私の方が最近東京に行きました際得た情報でも１０兆、３兆、３兆の中で話がどうも進んでいるようであります。これが一番新しい動きのようでありますので、現在の公団で３兆、国が３兆、新しい民営化で財源を対象にしながら１０兆という話でありますので、しかも高速道路事業９，３４２kmの中にはこの１６兆という数字が、完成のために必要な１６兆という数字が入っているということでありますので、早番、順番はあるにしてもこれは各地に国としては約束を守ってくれると思っております。

　しかし、そうは言いましても人員を上げるなりの早期着工の意図展開は必要ですので、６月に入りまして早々、５月現在としても東京の方に働きかけをしていきたいということをいたしております。このあたりも報告しておきたいと思います。

　どうですかね。せっかくの機会ですから、順番に感想なり意見なり聞いてみましょうか。新町ビジョンの感想について…。

田上聖委員（矢部町）
資料としてもいろいろと出されておりますし、財政状況も見てみますと、経常経費あたり県の平均を３町村ともそれぞれ上回っておりますし、財政状況とすれば３町村とも県平均で見ればいい方であると安心したわけでございます。そのほか、人口が急激に減っていくとか、それに伴う生産費といいますか、農林業の生産高が減っていくということを心配しております。長い目で２０年いや、３０年先を見たときはこういう合併がなされなければどこも、田舎はどこでも同じかもしれませんが、立って行かない状態になっていくと思っております。そういう意味で、この資料で見る限りはそれなりの資料ができていると思っております。

飯開和雄委員（矢部町）　

　それでは、私も将来的に向けてはいろいろとこの前から論議しておりますので、このような形の中で進んでいくかと思いますけれども、ただ、今の合併論議の中で、いわゆる現在の状況、財政状況がどうであるのかというような町民の皆様方の不安もあるわけでございます。今回、このような形で資料を出してございますけれども、特に矢部町の場合は国民宿舎をつくったばかり、蘇陽、清和におきまして病院関係を持っておられる、あるいはいろいろ施設も持っておられる。そういったところの財政、こういったところもある程度ガラス張りにしながら、今後論議をしながら進めていく必要がありはしないかと思っておりますけれども、そういったところ、そこら辺について言っていいのか御説明あれば後で御説明をいただきたいと思います。以上です。

藤川憲治委員（矢部町）　　　　

  この新町ビジョンを発表されましたけれども、これに関しては、そのときにはその程度でございまして、やはり何といいましても今、国の財政状況が非常に厳しい中において、どうしても合併をやり遂げながら、財政基盤の確立というのは一つ大きな問題になってくるかと思います。そのためには、やはりここにも出してありますが、管理経費の削減ということも一つの大きな柱になってくるかとは思いますけれども、こういうことになってきたとき、果たして少なくなってきたときどういうことになってくるかということも一つ心配をしておりますけれども、今日のところのこの次元については何も言うことはございませんし、よくまとめておられるなということを思いました。以上です。

飯星孝夫委員（矢部町） 

先ほど会長から申されましたように、人口増加対策というふうな問題点も非常にあると思います。そういう点につきましてはやはり矢部、清和、蘇陽で農業をやりたい、あるいは有機農業をやりたいというような方々随分とおられるというふうに思います。そういう受け皿づくりを一つはやらなければならないのではないかというふうに私は思っております。

　合併については詳しいビジョンができておりますし、ひとつ人口対策というようなことについても受け入れ態勢を十分整えていただきたいと、斯様に申し上げる次第です。

梶原徹委員（清和村）

ただいま４人の方から御意見がございましたけれども、ほとんど同じような気持ちでございます。ここに、パンフレットの中に合併によりまして効果の試算というようなことで出ておりますが、この内容、私たちもまだ十分理解をしなければならないと思います。住民の方々にもその辺のところを十分説明をして、合併に対する理解を得る必要があるのではないかと思います。

那須典昭委員（清和村）　　　

  将来ビジョン的パンフレットでお示しがなされておりますし、担当者の努力には大いに敬意を表したいと思いますが、任意協期間中にもう少しそれぞれ突っ込んだ意見は時期尚早かもしれませんけれども、近いうちに討論に入った協議会であるように今後続けていただきたい、そういう経過であります。

芹口昭男委員（清和村）

  財政関係につきましては、私は今度議会のときに、「金は天下の回りもの」さっきの蘇陽の後藤町長からちょっと意見がございましたが、これは解決できる問題ではないかと。あまり財政問題を正面に掲げて、どこの町はいいとか悪いとか言うと合併がこわれないだろうかと、そういうふうな考え方をしておりますので、十分調査をしなければなりませんけれども、やはりあとはお互いが妥協し合うということが必要だと…。それから、議長の甲斐町長が言われました人口問題でございますけれども、これは日本全体があと５０年かで６千何百万かに減るわけですから、下にあるこういうふうな地域で実質的に増えていくということは、私は無理だと思います。私も清和村の計画審議の過程でいつも申し上げますけれども、確かに行政の努力目標としては必要でありますけれども、それをできたからできなかったからと、そういうようなことで責任を問うような姿勢は、私はよくないとそういうようなことをちょっと申し上げております。

　これはもうだれが町長になろうと村長になろうと、よほど、例えば自衛隊を誘致するとか、本町でございますけれども、何かのことがない限りはごく常識的にいけば減っていくと。そういうことを念頭に合併問題を論議した方が前に進むのではなかろうかという考え方を持っております。

　それから最後ですけれども法定協議会までいって、いかなければ困るわけですけれども、行って１回ちょっと３ヶ町村の周辺部の部落をつないで回りますと、もちろんこれは１日かかります。　　　こういうふうな広い地域で広域化ってそういうことを考えます場合に、私は地域審議会、これも何とか立ち上げることができないだろうか、これは一つの提案でございますけれども、矢部にも特殊な事情がございます。清和もございます。蘇陽もございます。そういうふうな中でお互いの不安を解消し合う。そしてお互いの意見を出し合って新しいまちをつくっていく。そういったことのためには、先に合併しました球磨のあさぎり町、ここは地域審議会をつくって既に問題の会議も始まっていると聞いておりますが、私に言わせますならば、ああいうふうな面積の小さい、人口も小さいあさぎり町では地域審議会は要らないのではなかろうか。むしろ人吉と相良ですか、ほかが抜けますとあそこが一番面積が広かったわけですけれども、どうなるかわかりませんが、この地域は下手をしますと県下で２番目ぐらいに広い面積ということになりますので地域審議会が必要なのではないか。また、そういうふうな不安を解消するためにも矢部・清和・蘇陽地域に地域審議会を設置してもらえないだろうか、これは要望でございます。以上です。

平川竜委員（清和村）

まだここにいただいた資料で現況調査の、これは数値的に事務局、非常に多方面にわたって色んな数値が集められた、その努力には敬意を表します。

　それから、これは全住民に配布したわけでしょう。そうしますと、３ヶ町村は農林業が基幹産業であるとあるからいいようなものの、これを矢部がエコミュージアム、清和村がエコロジカル、このようなとても格好つけられた横文字も必要かもしれませんけれども、こういうような経済学的なやつを地域に持ってきても理解できる住民が果たして何割おられるか、これから先もあることですから、ごくわかりやすいような文面をこれから作られていただきたい。

　そして、やっぱり我々は花よりだんごで、産業振興や経済の活性化が第一ですので、その辺を取り違えないようによろしくお願いします。

　それから、合併と申しますと現在３ヶ町村にあるすべてのものをみんな取りまとめてそのまま合併するのか。それから不良資産的ないろんな事業体を見直してある程度整理整頓して合併するのか。それからまたは、これは合併するなら今のうち何でも駆け込み的な事業を抑制、抑止する気持ちがあるかどうか、こういう点もまた考えていただきたい。そしてまたこれは特例法にも載っているように、あくまでも最後は住民の合併意思が最優先と明記してありますので、その点我々もよくのぼせ上がった考えをしないように、慎重に進めていきたいと思います。

　それから、スケジュールで法定協議会が６月からとなっていましたね。これはちょっと後で無理しませんか。結局すりあわせの任意協議会の方が自由闊達で、本当な合併に向けての準備ができるのではないか。法定協議会になったらぎくしゃくしやしないかと、そんなことを、その他今まで申し上げられたいろんな方の意見を賛同しますが、ダブりますのでこの辺でやめます。

　以上です。

中矢美記男委員（蘇陽町）

  この３町村というのはほんとに地形的によく似通った町村だろうと思います。主幹産業である農業、林業も各町村ともに一生懸命やっておられる。その中で先ほどから人口増ということの中、施策が必要ではなかろうかということですけれども、やはりこういったことを利用した考えをもとにやるのが一番手っ取り早い。また、理想的なことではないかなとは思っております。

　それから、ここに財政状況等出ております。これは確かにこの収入だけでは各町、現在のこれは町村の状況だろうと思います。各町村ともそれぞれ重要な立場があって、確かにまだ、すべてだしてならない公的な庁舎、学校または道路等の解決をしていないし、どれだけの財政状況になるのかというのも出していただければいいのではないかなと思います。それぞれ各町村ともに進捗状況も違うと思います。こういったところをまた考えていただければと思っております。

嶋田俊雄委員（蘇陽町）

  皆さんおはようございます。それぞれ将来に向けたビジョンづくり、大変すばらしく出来ておりますが、将来に向けてそれぞれ３町村とも少子高齢化というのが非常にネックになっているのではないかなというふうに思いますし、生産高を見ましても第１次産業、大変落ち込んでおります。そういった後継者づくりあるいはまちづくりの基本となる農林業の後継者づくりも必要じゃないかなというふうにも思いますし、またそういった特産品、それぞれの町村の特徴を生かした、３町村の特徴を生かした特産品づくりあたりもこういった中にも持ち込んでいったらいかがなものかなと…。

長谷野俊男委員（蘇陽町） 

現状、調査、またビジョンよくできているようでございますけれども、先ほど平川委員さんがおっしゃったように、法定協に入る前にもう少し論議していく必要があるのじゃないかと思っているところでございます。以上です。

渡邊和幸委員（蘇陽町） 

将来ビジョンについてということでございますが、皆さんおっしゃられたとおりと思います。人口増とかいろいろ言われますけれども、これはもう人口増というのは絶対私はもうこれはあり得ないと思います。もう日本全国人口が減っているようでございます。また、農家にいたしましても高齢化時代を迎えまして、これは農業大変厳しいと思っております。蘇陽町におきましては借銭借銭と言われておりますけれども、合併につきましていろいろこれは協議をしなければなりませんけれども、小異を捨てて大同につくと申しますか、そういうふうな気持ちで今後やっぱり話を進めていただきたいと思っているところでございます。

　以上でございます。

甲斐会長

ありがとうございました。何か町長、村長の……。

兼瀬副会長

  これ、３ヶ町村の合併をいろいろ進めて行かなきゃいけないなと思っておりますが、行政が私は一番必要な地域というか、ほかに必要じゃないところはないわけでありますが、やはり総体的に見るとこういう過疎町村というのは行政の役割というのは大変大事だなと思っておりますので、やっぱりそういう意味でも合併をして、人口対策をして、財政基盤を強く、その目的がないとこれはいけないなと思います。ですから、人口は全体的に減るかもしれないが、若者を残すことを考えないとずっとこれから人口は減る、若者は減る、後継者はいない、お年寄りだけの村になる、町になる。そういうビジョンではどうにもならない。ですから、若者が残れる新しい町、それから財政が自主財源、自主財源が確保できてそれが増加できる、増加する新しい町、そういうビジョンがあることが大変大事であります。それをやはり策定をすることで実現をするということが必要じゃないかなと私は思います。

甲斐会長 

ご意見をいただきましたが、きょうの新聞だったですか、たしか消費税の問題と、それから税財源の移譲の方法が具体的に、実をいうと国は動き始めているようであります。地方財政の三位一体の改革について税財源のいわゆる酒税、たばこ税は地方に譲るとか、これは私達もそういったことを動きながらやっぱり合併論議はせざるを得ないというのを念頭にも置かなければいけないということだろうと思っていますが、なお一方せざるを得ない理由が財政論議ばかりでなくて、これする以上はやっぱりここでいう新しい新町ビジョン、このあたりお互いにぜひ描く必要があろうと思っておりますし、合併したからってすべて私はマイナスだけではないかと思っておりますので、このあたりを考えていく必要があろうと思っておりますし、やっぱり高速道路が来ること、そのあたりは蘇陽町長、清和村長、私も含めてですが、これには夢を持っているところでありますので、それからごく最近、国がハードな面の政策ばかりでなくて、これは厚生省からの発表だったと思いますが、２１世紀のライフスタイルについて一つの報告が出てきております。これは皆さん読まれたと思っておりますが、いわゆる住民の中に美意識の改革向上、それからいわゆるいろいろな政策、生活、ライフスタイルの選択、そして最終的にはいわゆる病気になっても安心できる生活といった社会保障、そういったものを構築すべきだという報告が出ておりますが、時代は確実に日本の場合にも全体の場合にも西欧の個社会というか、そのあたりを私はたどっているような気がしてなりません。そういったときに消費税の方も増税論議がが然されます。増税論議が出てきているようでありますが、その中ではやっぱり合併後の新町ビジョンというのが非常に大事だと思います。那須委員さんも申されましたように、もっと踏み込んで論議をしていきたいということですが、お尋ねの中に幾つか事務局としても答えられる部分があったと思いますので、どうですか。

堀田事務局長 

それでは、各委員さんのお尋ねの部分で答えられる分について事務局の方からお答えしたいと思います。

　このビジョンにつきましては、将来こういうふうな町でありたいという本当の骨子でございまして、法定協になりましてから市町村建設計画というのをつくるわけでございますが、例えば先ほど農林業の振興ということが多分に出てきたかと思いますけれども、その辺につきましては２番の「むらの自慢を運ぶ風」という中で、基礎的条件の整備でありますとかあるいは有機農業の推進と実践という中で、それでは実際どのような対策を打っていくのかという計画をつくっていくわけでございます。

　結果として、有機農業を例にとりますと、そういう推進と実践ができれば若者も定住してくる可能性というのはありますし、あるいは安心安全な商品づくりというのが全国的に有名になって、商品が非常に多く売れることになれば携わる若者もできてくると思います。そういうことで、市町村の建設計画において、これらの５つの風の中身を具体的に詰めていくということになりますので、その辺は御理解をいただきたいと思っております。

　それから、財政状況を含めまして、今般町村の概要ということで出しておりますけれども、確かに施設の状況等についての説明が不足しているかと思います。概要版におきまして載せるつもりでございましたけれども、時間等がちょっと足りなかったせいもございまして、財政部会の方で６月の上旬ぐらいには各町村の施設、三セクの状況、それから繰り出し金の状況等が出てまいりますので、広報等におきまして、協議会だよりでございますが、それらを第２回として、町村の「ここが知りたい」というふうなタイトルでもつけまして、出していきたいと考えているところでございます。

　次に法定協等の立ち上げについても若干、言及があったようでございますけれども、この辺につきましては事務レベルからにつきまして、後ほどその他のところで申し上げようと思っておりましたけれども、任意協といたしましての議論といいますか、現況の調査とそれから将来ビジョンの作成、これが大きな任意協の仕事でありまして、このままでの議論を続けるのに必要な資料ということであれば、私どもの方としても積極的に作成していきたいと思います。ただ、法定協の立ち上げは６月というふうに当初計画しておりました。今般国の手続等もかなりスピーディーにされるようになったようでございますし、その辺のところは心配しておりませんけれども、事務レベルの話としまして電算問題があります。各町村それぞれ電算の仕組みが違います。これが今一番ネックといいますか、課題、問題でありまして、仮に１７年の１、２、３月のどの時点で合併をすると法定協でお決めになったとしましても、それまでの電算の調整がかなり長期間、長いところでは２年ぐらいかかっておりますし、遅くても１年と数カ月はかかります。３町村の調整だけでかかるということで、事務レベルとしては非常にそこが心配というところでございます。

　以上、御質問等があった分について答えをさせていただきます。

甲斐会長 

大方のお尋ねの中で、いま少し何か尋ねてみたいという方、お答えをしたつもりですが、ございましたら聞いていきたいと思います。

　それから、これは私自身の考えですが、やっぱり合併したときに将来的には合併のメリットなどで人件費が出てきております。これは人件費のメリットというのは、これは人数が減るということです。町村長もそうですが、議会もそうですが、職員も将来的には今３５０人、それが恐らく２万人の人口規模と面積、産業構成等からいきますと１８０人ぐらいになっていくのではないかと思います。一つの国の示すモデルからいいますと、その際にやっぱり合併のときに一番私は問題になるのが行政と住民の皆さんの距離が確実に遠くもなったし対応がスローであるとかそういう不満が出てくると思います。

　私自身はやっぱりこのあたりに先ほど地域審議会の御意見もありましたが、私はそれぞれにある区の、これは個人のあれですが、この区長さん、矢部町は場合駐在員と言っています。だからこれは区長さんが矢部の場合には駐在員ということで任命をいたしておりますので中間的な組織なのですが、これをもうちょっとやっぱり充実していくことも必要ではないかと。そうしますと、それは充実ということは今のところ町からは矢部町の場合に一つの区に平均割で均等割と戸数割というのでいろいろ報酬という形で支払っております。それをこれは個人報酬ですから、この運営に対して支援をしていく。そのあたりをしていけばより区長さんの働きも、住民自治も一方では必要ですが、このあたりも私はどうだろうかなと。この後の検討課題ですが、いずれにしても住民の皆さんから合併したことによっていわゆる対応がスローである。それから距離が遠くなったということだけはやっぱり私は何とかいろいろなシステム、あるいは知恵で不満をというか、むしろ歓迎されるようなことをやっていくべきではないかという考えを持っておりますが、これはこの後の問題であります。

　ほかに何か、那須さんの方から、もうちょっとフランクに突っ込んだという御意見も、協議も必要ではないかということですが、このあたりについては回数をふやす等のことだと思いますが。会議の回数をふやすとか…。

那須典昭委員（清和村）

  それもあるわけですけれども、法定協に入る前にやはりもう少し会議をし、意見を統一しようということでございます。

甲斐会長

言うなれば意見を合わせることも必要ではないかという御意見…。そのほかはよろしいでしょうか。はい。

飯開和雄委員（矢部町）　　　　  

振興局にちょっとお尋ねしたいと思います。

　いわゆる基本的な問題でございますけれども、いわゆる阿蘇圏と上益城郡が一体となったまちづくりでございます。いわゆる基本的に選挙区にしても違いますし、郡内いろんなことに対しても自治圏が違うわけでございますけれども、そういったことにつきましては県としては、ハードルの高い部分もあると思いますけれども、そういったことについての論議は県でもある程度すり合わせと申しますか、このまちづくりが３町で一緒になったときのいろんな論議が進んでいるのかどうか少しお伺いしたいと思いますけれども…。

興梠上益城地域振興局長

  圏域の違う話まで突っ込むわけにはいけないけれども、基本的には今度のいわゆる平成の大合併というような名目にうたわれているのは、あくまでも大きな流れの中でやっぱり国から地方分権というような大きな流れの中にあるわけです。その地方分権というような形が大きな流れの中でじゃ地方はどうするかというような話がまず大きな課題というような話。

　それと同時に、もう超少子高齢化というような話の中で、今話が進んでいる中で、最初人口の話が出ておりましたけれども、もう国自体が今はここピーク時になってあと二、三年後から減少するというような人口構成の中で、県としてもまさしく今から調査しても、減少していくのはもう目に見えているというような形が現実の話です。そういう中で先ほど、だからその資料としましてもこの線はどこからこういうあれが出てきたか、この辺も若干はっきり認識していた方がいいのかなというように思いますし、国自体の人口の動向、そうすると県トータルとしても人口の動向ぐらいなのを今後各３町村とも地元説明会、事務説明会等も多分実施されると思いますけれども、そういう中で示された方がよりわかりやすいかなというような気がしています。

現実的には人口は減っていくというような形はもうあれですけれども、そういう中で先ほど示されたビジョンですか、ビジョンをやっぱりそういう方向に行っていきながら、いかにしてやっぱり人口の減少を食いとめながら若者の定住、そして交流人口をふやして地域の活性化を図るかというような施策が今後必要になってくるのではないかなというふうに思っております。

　そういう中で、今結果、実際この４月からあさぎり町が誕生しました関係で、９０市町村になりましたけれども、その中で今、幾つかの町村はまだその合併論議が具体的に進んでいないところもございますが、１７か１８の協議会、任意協議会と法定協議会というような中で議論されておりますけれども、郡界を越えたというような形が今阿蘇と上益城というような中で進められております。

　また、西原の問題もまだ目に見えておりませんけれども、そういう中で選挙区の統合の問題も当然必要になっております。例えば、県会議員は当然新しい市なり町ができてくれば、この上益城自体もあとまた御船、甲佐の協議会もございますが、あそこは市になれば当然一つの選挙区というような形で、その上益城郡の選挙区から外れます。市になればそうすると、益城、嘉島が、益城は今、住民投票の問題なんかで議論されておりますけれども、仮に今のまま益城と嘉島が残ったとすれば、今度矢部、清和、蘇陽が阿蘇郡に行くのか上益城に残るのか、その辺でいろいろありますけれども、仮に上益城に残ったとすれば益城嘉島を合わすところで、単純に言えばそんな選挙区というような形になるのですけれども、振興局自体が正直言って今のままでいいのかという議論も正直あるのですね。

　例えば、八代なんていうのは郡市一帯の一つの市になれば振興局が一つの市というような形の中で、この振興局が要るのか要らないのかというような話も出てきますし、その辺もいろんな形でありますので、今度の合併の任期が動向次第によって、もうこの振興局もいろんな区域を見直すというような形がもう同時進行的に進んでおります。具体的にどうなのかというようなのはまだ決まっておりませんが、それこそ町村の自主的な合併の結果を見据えてというような形になっておりますので、具体的なことはわかりませんが、そういう話になりまして、しかし、県としても、少なくとも今までは基本的に１７年３月の合併特例法期限切れの合併に向けた市町村の自主性に任せ、それを尊重しながら支援をするというようなスタンスが今続いておりますし、しかし、いずれにしたって１７年３月までにするためにはもうこの夏から秋口に期限としてはタイムリミットになりますので、それ以降につきましては若干県の関与の仕方も変わってくるのではないかなというふうに思っておりますけれども、県、本庁の方でもそれぞれ今議論されている真っ最中でございます。

　そういうふうな形で郡界を超えた町村合併等々については、今、色んな兼ね合いもございますので、その辺の実現のかぎを見きわめながら判断していく必要があるかと思っています。

　それと先ほど話が出ていましたが、今度の合併で面積が、組織が大きくなると、若干離れる、住民の利便と離れる行政になりはしないかなというような懸念が実はあるわけですけれども、先ほどから話に出てきたような形で、地域住民に対して一つの方策としてあちこちで議論されておりますけれども、まさしく今、方策としては国から地方というような形になりますから、地方から地域というような形でしょうけれども、そういう形からすると、やっぱりその地域性あるいは個性、それらを生かす行政がこれから求められるわけですので、地域の人たちがどういうかかわり合い方をされるかというような形からしますと、先ほどから出ている地域審議会等は当然合併しかるべきだし、そういうことをやっぱりつくってそれぞれの地域の皆さん方の意見が反映される身近な行政になるような形の分野が当然出てきてしかるべきだし、そういうことの方向に多分法定協議会等も移行されればという形をぜひとも議論していただけたらというふうに思っております。感じとしてはそういう形…。

甲斐会長　　　 

よろしいですか。それから、那須さんの方のお尋ねの中で、任協でもっと踏み込んでということの御意見もいただきましたが、正式の権威のある新町ビジョンになりますと、これは法定協でしかできないということでございますので、その場合にぜひこういった席で御意見をいただいていく、これも必要ではないかと思いますので、改めてこのあたりのことをおことわり申し上げたいと思っております。

芹口昭男委員（清和村）

  いいですか。さっきからうちの副議長とそれから平川委員と、ちょっと清和村の食いかけというような話が出ておりますけれども、考え方はできればこういう複式の協議会で踏み込んではいけない、今、議長が言われましたように、そのような限界もあると思いますけれども、議員懇談会で、そういうふうな席か何か法定協に移る前に１回やって、もう具体的に申し上げていいと思いますけれども、いわゆる本庁舎をどこにするかですね。これは今の仮あまって選択したようでございますけれども、例えばうちの清和が、役場が来るならいいといって、矢部町の町民の皆さん方の心を逆なでしてそういうふうな批判も受けております。そういうふうな問題、それからいわゆる行政組織ですね。本庁方式あるいは分庁方式、支所方式もございますが、そのようなことをどうするのか、いの一番は蘇陽町の方が、郡域が違いますからその辺をどういうふうにされるのか、そういうふうな法定協議会で本格的論議はしなければなりませんが、その前にみんなの意見のすり合わせをひとつすると私はそういうことをやらなければいけないのではなかろうかと、そんな感じを持っております。その辺を申し上げておきたいと思います。公式のこのような会議の中ではなかなか出ないと思います。以上です。

平川竜委員（清和村）　　　 

ちょっといいですか。私も芹口さんと同じような質問の趣旨になりますけれども、ここで今のここの資料、そしていろいろおっしゃったことは、要するに大ざっぱに言えば抽象的な討論みたいなものです。ですから、これはもう一種の死んだ闘争で、ああ言えばこう、こう言えばああ。そういうことではらちがあかないし、そして法定協に入っていよいよ本格的な建設計画を策定しなければいけない。だから、この任協においてもすり合わせの意味でもう具体的、今おっしゃったように個別的に建設計画のはじめに踏み込んでいったらどうですか。当然それはもう地域の道路、箱物、財政ということになっていきます、もういささかちょっと大胆かもしれないけれども、そこに進んでいったらいかがですかということを要請しておきます。

甲斐会長　　　 

その合併の際に、いくつかの問題を除けば、調整をうまくすり合わせることで、協議会もまあまあうまく進んでいくらしいです。しかし、例えば町議さんの任期の問題とか、それから定数の問題、このあたりになるとかなり紛糾する。それから庁舎の位置の問題。だから任意協でそのあたりを粗々、ほぼ任意協ではここ了解したということでいくケースも一つはあるようでございます。だから、法定協にいったときにはもうそのあたりが一番問題となる、何か４つぐらい非常に重点項目というか。だから制度の違いあたりは、これはみんなで例えば、条例改正等で理解してもらわないといけないわけですが、今言いました４つぐらいが非常にもめるというか、まとまらないとか、このケースでなくてほかでは確か、天草の例なんかあったと思いますが、そのあたりを事前に協議しておくべきではないかというような御意見だと思いますので、このあたりについては、これ決議権は法定協で言う権威のある決議権はできないのですが、ある面では法定協に移った場合にもうスムーズにいくのではないかという御意見だと思います。このあたりはどうですか。

　事務局としては定例が終わった段階、各町村終わった段階に一つの方法としては、一つの方向性を見出すために研修会あるいは先進地研修とかそのあたりを考えられるということでありますが、６月もう間もなくですから、もうちょっとこの任意協で踏み込んだ論議をする。そういった機会のために６月の定例が終わった後ぐらい。

　事務的には非常にタイトな部分がございますが、具体的には電算機の問題の話がありました。だから、一つの考えでは電算機それぞれの今まで取り組んだ、例えばＲＫＫに委託の場合、清和と蘇陽はＲＫＫですね。うちはほとんど自前でやってきましたけれども、町村会にとっていくのだと。これは法定協立ち上がってからそちらの方へ支出をするのであれば、非常に事務量、それから期間をクリアしなくてはならないという部分がありますから、その部分については、あらかじめそれぞれの町村で支出とすることを前提にして、いずれにしても各町村ＲＫＫに頼むか町村会に委託するか。

　電算システムはあちらこちら、町村会でやれば一つのシステムというのは全部一緒になっていくようですので、私の方はちなみに自前でずっとやってきてＮＥＣ等でやってきたのですが、何でＮＥＣでなくて町村会の方にしたかというのは、私はやはり１本のプログラムをつくった場合に、ＮＥＣのプログラムだと、県内でも２ヶ町、水俣市と矢部町しかありません。あとは高千穂にあるわけですが、近所でも３本の、３つのケースしかありません。ところが、例えば年末の税金の年末調整等も、１本つくれば給与の県下９０市町村があるわけですが、１本つくれば９０人で１本のソフトを割ればいいわけですから、そういうことで私は町村会にした方が合理的だということで支出したわけですが、ＲＫＫさんでも、場合によっては今後、受託事業ばかりでは私はだめだよという話をしたところでありますので、今からそういったことを考えていただくと、もう法定協に士気勘繰りは十分できるのではないかと思っていますが。

　これは清和さんと蘇陽さんの事情ですから、私の方は勝手にコメントをするわけにいきませんが、事務局の方の話を聞いてみますと、期間が必要だというのは、何か電算事務の消化、これが一番大変だと。３ヶ町村合併したときに同じシステムにシフトする際に、例えば我々が、矢部町がＲＫＫにシフトする場合にも、矢部町の場合にも長ければ２年の期間が繰り上がる必要ということになっていきます。だから、これをもう期間をクリアする一つの方法としては、もう合併とは別にそれぞれの町村が一つの合意、同じシステムでいくということを今から考えていけば合併とは別にそれを準備していけば一番期間クリア条件の非常に難しい部分をそれで一つは解決できるのではないかと思っているところであります。

　６月定例終わりましたときに、もうちょっとやっぱり研修なりここで論議なりが必要ではないかということで、それは準備できますので、そうやっていきましょうかどうですか。（発言する者あり）それはそういうことで、はい。

田上聖委員（矢部町） 

各町村でそれぞれに長期計画あたりがあると思います。お互いにそういう計画書あたりを出し合って、そして今清和の方から話が出ておりますようなことで、それぞれの項目で検討していくというか、検討してみる必要があるのではないか、そういう時期、検討する期間というのも必要ではないかと思います。私としても是非そういうことで、お互いの資料を出し合いながら論議して法定協議会に進んでいく方が、後がスムーズに行くのではないかと思います。

後藤副会長

  蘇陽町は御案内のとおり現在、熊日新聞に高森町の住民の皆様方から蘇陽に向けた住民発議が掲載されておりましたけれども、そのことにつきましてまだ私どもの町では入ってきておりませんけれども、本来、高森町の町長さんともお話を進める中で、蘇陽から高森町に向けました住民発議のことにつきましては付議しなかった理由が２つございます。

　１つが郡境の問題、いわゆる２町が合併した場合、蘇陽と高森が町村合併を行った場合に、まずは広域が違う。高森町は阿蘇広域圏に動いている。また、４町合意を協議が立ち上げて、今白水に、火葬場が２億６０００万円で建設されておられますし、それから、御案内のとおり矢部町外２ヶ町村衛生組合、あるいは国民健康保険蘇陽町清和村の広域蘇陽病院、あるいは蘇望苑の問題とか、行政圏の広域の中で今、両町分かれて事業運営をしているというようなこともございますと、財政のことにつきましてもいわゆるシミュレーションを行いましたが、昭和合併以来、今日までの支出の中身、起債の内訳あたりをそれぞれ一つ一つ整理してみましたときに、それぞれに地域ある特色ある村づくりができておりますし、その本域はこの財政シミュレーションの中身だけで論議していてはつまらないということを論議いたしましたが、私は先ほどの振興局長の話がありましたように、県が阻止して、今度の郡を超えるという合併は一番私ども危機感を持っております。住民の皆さん方の声なのですね。住民主体でありますし、住民の皆さんの声をいかに吸い上げて一つのそれぞれの住民の皆さん方の意識が一つの輪になって選択をしていかれるべきか、ここの十分、こう住民の皆さん方の座談会をして、やはり進めていかなきゃならないという、私は議長とよく話をしているところです。本格的な合併を進める中で、国の財政、国税、県税、町税をいただきながら町づくりをしてまいりましたが、この国税がいわゆる、今日の厳しい経済的に伴い国税の件、あるいは県税の件、財政再建となりますと中山間地の我々も当然合併というありきで町を進めているところでございますが、矢部は矢部、清和、蘇陽というのは将来的に言いまして、この進めております矢部阿蘇沿線、ここ数日にまた本総会も行われるわけでありますけれども、その矢部阿蘇沿線の県道、あるいは県道であります清和高森線、あるいは白水から蘇陽までを通っております清水峠、つきました中で、非常に似通った山間地の町あいで、主体であります農業をおこしながら村づくりを行われておりますが、その中心の尾根に中九州自動車道の矢部までがいよいよ事業着手いうことでありますし、その期待というのは大きなものがございます。

　その期待を見据えて私どもはこの農業、この山間地をどのような生かし方をして自立をして、新たな発想の中で村づくり、そして予算の投資を行っていくかということを考えましたときに、住民の皆様方が今日まで生活圏だけで動いておられますので、このことを行政の立場からどのようにして動かすかということを論議していかなければ、非常に私ども蘇陽の議員さんも４名おられますけれども、６月の定例会で十分論議して進めていかなければ、せっかくの２町１村の合併の柱が一番遠くにおります蘇陽町が南にいらっしゃるのでは、先に進めないというような危機感も持っておるところでございますので、十分各委員さん方ご理解いただきますような形で進めさせていただきたいと思っておりますが、まだ高森町からの動向というのが上がっておりません。ですから、前回についても住民の皆様方の意思を尊重する上から、住民投票というのも十分あり得るので、前に進めてまいりますというお話を出しておったところでございますし、矢部町、清和村あたりに御迷惑かけないように、精いっぱい前向きに努力をさせていただきたいという自覚を私は持っているところでございます。

甲斐会長

  御意見も賜りましたところですが、まずこれは６月の定例後に任意協のこのメンバーでいま一度、ひとつあさぎり町あたりのケースも勉強したいと、このことは進めたいと思っていますので。それでは、御意見も今大分賜りしたところですが、今最後に蘇陽町長、非常に選挙戦も厳しい中での、やっぱり住民の皆さんの意見をどう考えていくか、とらえていくか。そして場合によっては決まっていけば、これはある面では反対は、これは矢部でもあります。シングルでいくべきではないかと。しかし、これはある面では私はやっぱりその人たちを理解してもらうための情報を提供し、そして説得をしないと、これは住民の皆さんの意見ばかりでは、恐らくまとまりはないと思います。これはお互いにやっぱりこういった時代でありますから、預かるものとしての責任上、この問題についても私は矢部町の場合にはやっぱり御意見は、厳しいものについてはその人とゆくゆく意見交換しながらこうですよという話はしていく必要があろうと思っておりますので、図らずもそういうことを、処置を持つように住民の皆さんもやはり、いわゆる高森がいい、こちらの方がいいという御意見の中で非常にそういった御意見が拮抗しているようでありますので、今の苦しい胸のうちではないかと思っております。

　この後も３ヶ町村こういった形で進めていきますので、お互いにやっぱり協力しながら次の段階へ進めるべきではないかと思っております。

　それから、一応、新町将来ビジョンについてはそういうことで、これは言うなればこういう概要という形で、それから具体的には法定協の中での論議が必要ですが、先ほど話がありましたように、やはり大きな最終的には非常に問題になる部分についてはやはり任意協の中でも御意見を賜りながら、法定協にいったときにやっぱりスムーズにいくその手だても手順も必要ではないかと思っておりますので、この後そういった方向を持っていきたいと思っております。この件についてはよろしいでしょうかそれでは。（「はい」と呼ぶ者あり）

　それでは次に、報告事項を３つ準備いたしております。事務局の方から逐次報告をさせます。報告４号、５号、６号、引き続き説明を願います。

永松次長　　

それでは、報告第４号事務事業現況調査の報告についてまず御説明させていただきたいと思います。

　別冊になっていますが、報告第４号を見ていただいてよろしいでしょうか。１枚めくっていただきまして、まず事務事業数の変更ということで、当初８２２項目ということで３月段階のとき御説明したと思いますが、今後専門部会や分科会の方で検討の結果、項目の統一や分割等がありまして、現在８０５項目の事務事業というふうになっております。基本的にはこれらにおいて法定協議会の中で調整案を出すということになりますが、その１ページを見ていただきますとわかりますように、７番の例えば国旗や市町村旗の管理や１９番の文書収発事務、こういうことに関しましてはあくまで役場の内部事務ですので、こういうことはこの法定協にはお諮りせずに内部的に続けさせていただきたいというふうに考えております。

　参考までに２０ページの方を見ていただいてよろしいでしょうか。２０ページの方に８０５項目のうち３０項目程度現在分科会、専門部会でまとめました調査の例を出させていただいております。３点ほど具体的に説明をしたいと思いますが、２１ページの区長、駐在員制度の比較について見ていただければと思います。まず、３町におきまして区長制度といいますが、矢部の方では名称がちょっと異なっていまして、駐在員というふうな名称になっております。あと、報酬額につきましては、矢部が基本額４万に対して蘇陽が２０万と大きく差があります。

　下３つほどいきまして会議の方を見ていただきますと、矢部は年に２回ですけれども、清和では毎月１回実施ということで、これも非常に、同じ区長さんとしても感じますけど、大分役割が異なっているように見受けられます。

　最後その他の欄を見ていただきますと、矢部ではさらにその中に世話係という係が設けられている例もあります。このように一言、区長制度といいましても今後ちょっと事務的に統一を図る点が多々あるかというふうに考えられます。

　次の２２ページ、２３ページにつきましては、消防団の構成について書いております。こちらは現在各町村ごとに団長以下、分団の方が組織されておりますが、今後一つの町になった段階でこの組織をこのままでいいのか改正する必要があるのか、そういうふうな検討をしていくことが必要かと思います。

　１枚下の２３ページを見ていただきますと、報酬の方等について記載しておりますが、これらにつきましても先般芦北、田浦の法定協議会の中でちょっと新聞記事に出ておりましたが、研修手当が芦北と田浦大分差がありまして、法定協議会で合意がとれずに次回に見送られたというような例もありまして、これらにつきましても大分差がありますので、今後法定協議会の中で詰めていく必要があるかというふうに考えます。

　最後に２４ページ、１枚めくっていただきまして指定金融機関のことについて最後に触れさせていただきたいと思います。指定金につきましては矢部、清和は現在ありませんが、蘇陽の方がＪＡ阿蘇の方が指定金というふうになっております。今後、本庁舎の位置等につきまして当然法定協議会の中で詰めていくことになるかと思いますが、指定金融機関をどの金融機関にするのか、また指定金の場合、基本的に収入役室のところに、蘇陽の例にありますように、職員が１名常駐しておりまして、大体そのスペースの方も確保しなければなりません。庁舎のあり方にも影響、庁舎のレイアウトにも関係していますので、このあたりも含めて十分今後検討する必要があるかと思います。

　あと２７項目参考までにつけておりますが、時間の都合もありましてほかは割愛させていただきたいと思います。

　一応これについて、第４号の方は以上で終わらせていただきまして、続きまして、私の担当したのは報告第５号の協議会の活動報告をさせていただきたいと思います。これは左の方で１枚めくっていただきまして、これは協議会だよりの方にも若干触れさせていただいておりますが、３月３１日の千寿苑での第３回の協議会以降、４月から５月にかけて分科会、専門部会の開催状況を示しております。専門部会を１９回、分科会を２９回、その他幹事会等を２回、合計５０回、５月１９日までに実施しております。非常に職員の皆様におかれましてはお忙しい中でこのような会議に多数参加をいただいておりまして、御協力をいただいているところでございます。

　以上です。

事務局（小崎） 

事務局の小崎と申します。よろしくお願いいたします。報告第６号の矢部・清和・蘇陽合併推進協議会ホームページについて御報告いたします。

　前回の協議会の中でホームページの作成委託料を含みます平成１５年度事業予算が承認されたわけでございますが、インターネット上から情報を発信できますようにホームページ開設に向けて現在準備を進めている段階でございます。

　１、ホームヘルプ開設に当たっての背景ということですけれども、現在本協議会では合併推進協議会で協議報告された内容を広報紙「矢部・清和・蘇陽合併推進協議会だより」にて住民の皆様にお知らせをしているところではございますが、協議会だよりで提供できる情報には紙面の制約もあり限界があります。ホームページを開設した場合、３町村の概要や協議会で協議・報告された内容をより詳しく掲示することができます。このような背景から、本協議会のホームページの開設に向けて現在準備を行っております。

　２、制作に当たっての基本的な方針。まず、３町村の合併に関する情報をはじめ、地域情報をリアルタイムに発信し、住民とのコミュニケーションの場としての機能を持たせるということと、子供から高齢者まで幅広い年代の方が利用可能な、そして住民の方ができるだけ使いやすくわかりやすいホームページを作成するということを目標といたしまして制作を行っております。

　３、制作を予定するホームページの全体構成ということでございますけれども、（１）のトップページということで、ホームページのトップ画面になるわけですけれども、これには矢部・清和・蘇陽の合併に関する最新のニュースと次回協議会の開催のお知らせを大きく載せていきたいと思います。

　また（２）から（１０）については、このトップページについてそれぞれの項目として成り立っているというようなイメージで構成される予定です。その中で（４）の協議会の概要というところで、これまで協議報告された会議資料でありますとか議事録あたりを公開していきたいというふうに考えております。ホームページの運営開始日といたしましては、６月中に開設できればというふうに考えております。次ページには先ほどの構成画面のイメージということで掲載しております。

　以上でホームページについての報告を終わります。

甲斐会長

  報告３つ全部終わりましたが、これについて何かお尋ねがございましたらお受けしていきたいと思います。

平川竜委員（清和村）

このホームページですね。というと私どもインターネットを、３ヶ町村でそういうようなインターネットのホームページを見たり利用したりする世帯は現在どれくらいですか。いや、参考までに。なければいいです。いずれにしてもこれは必要であるということは分かっています。

　それから、振興局に一つお尋ねいたしますが、合併は１７年の３月末までですね、タイムリミットが。これで法務大臣がハンコを押したときに応じて合併は成立するわけでしょう。それが、どうですか。県の段階でもう合併ということになる可能性はない。ということは、タイムリミットが延びるということになると思いますが、でないとおかしいじゃないですか。電算の問題はありますし、こっちの３ヶ町村も来月から法定協議に入ろうと言う時に大変だろうと思います。

興梠上益城地域振興局長　　 

今議論されているのは、基本的には各町村が、自分たちはもう合併するということ、議決でもなんでもやってしまって、そんな形で意思表示を示しているけれども、物理的に設立関係で若干４月以降にずれ込むというような状況が出ないだろうかというような話を懸念されているのですね。だから、少なくともそういうやつについてはそれを尊重して特例法の適用をすると、４月以降に仮に、最終的な合併の期日がずれ込んでも、それを少なくともそれぞれ今議決等が進んでいればそれを特例法の適用も逆に認めるというやつで今議論されておりまして、基本的には今、職員も合併する該当市町村が、あるいは県も含めてになるかもしれませんけども、基本的に議決等が済んでいれば県としてはもう認めるという議論がされているということでしたが、特例法のいわゆるあれですか、財政的な支援とか何とかも、仮に４月にずれ込んでも、最終的には日にちがずれ込んでもそれを承認と言うようなことに多分なるのではないだろうかという……。

平川竜委員（清和村）

承認ということですか。怠けてと言う訳じゃないですね。

甲斐会長　　　　

  片山大臣がそのあたりを今かなり言っておりますので、まだそれは観測だと思っていますが、あれだけ新聞にはもう公式に報道されていますから、今局長が申されたようなことを、可能性はあると思います。

興梠上益城振興局長　

  市になる場合も大体は３万人特例というのも、例えば御船、甲佐の例は３万の人口を超すわけですけれども、大体は１６年３月までというような形でなければ市にはなれなかったんですけれども、それも１７年３月までにずれ込んでも、それも多分市として市制を認めるというような形の方向が今の市と同じような感じです。

甲斐会長

  私たちも先ほど平川さん申されましたが、電話が矢部・清和・蘇陽でどのくらいありますかね。６，０００世帯もありますかね。もっとあるかな。固定電話ですね。どうですかね。パソコンあたりをやっているのが２割。それでもかなり若い人たちは家には持っていますもんね。休日。ただ、公社からも恐らくわからないと思います。ＮＴＴからも。電話線につなぐだけなもんですから。なかなかそのあたりをどのぐらいありますか。ＡＤＳＬとかほかのやつに契約している人はもうわかると思いますが。ＡＤＳＬとかそんなやつは別契約の人ですから、これはＡＤＳＬだって今浜町だけですもんね。今、矢部・清和・蘇陽では。浜町だけでこの前おおよそ希望を聞いたのは、１００個はまだなかったと思います。

平川竜委員（清和村）

  ホームページに載せたから、もうこれで知らしめたと思い入れてほっとかれるとみんなにあれが、周知徹底ができない可能性も出てくる。及ばずながら念を押しただけです。

甲斐会長

報告しました件についてどうですかね。事務事業８２２というのは内容検討した結果は８０５ということで、やはりまだまだすり合わせはやっぱり必要な部分があると思っております。　それから協議会の活動状況、ここの任意協の会員ばかりでなくて３ヶ町村の職員がそれぞれ部門ごとに当たって主にここで会議を、研修というか会議をしております。それから協議会のホームページについては只今申し上げたようなところであります。この件についてはございませんか。

　それでは、３のその他に入っていきたいのですが、この中で何かございますか。その他の件で、やっぱりタイムリミットを非常に気にするのが電算の乗せかえの問題です。これはどうしても期間が必要だということですが、私自身は先ほど言いましたやり方もあるのではないかと思っていますが、正式になりますと協議会の中でいろいろ合併に伴う事務、乗せかえということをやりますと期間が確実に必要だということで、電算のシステムの乗せかえについては資料があるそうですので、１回それを皆さんの方にお配りしたいと思います。

　今、蘇陽の町長さんの話を聞きますと、蘇陽の場合には１５年から町村会に乗りかえるという話です。

後藤副会長

  うちは町村会に乗り替える予定です。今説明したようにいろいろ進める財政計画の中で、うちの１６年度、１５年度の予算審議する中で当然やって行かなければいけないという話です。

坂本総務課長（蘇陽町）　　　 

庁舎内の部分で、今の公式予算を１５年度から始めます。本町の電算関係についてはまだ今のところそのままですので、合併に合わせて検討していくということに今のところ。

後藤副会長

早くから手がけないと、だからもう、どうせしなければいけない。

甲斐会長

  それでは、まず説明資料がありますのでその説明をまず事務局の方からさせます。

事務局（藤原）

  事務局の藤原です。今、お手元に資料をお配りしたものが御船、甲佐合併推進協議会の電算システム統合に向けた事務表でございます。中身を少し御説明させていただきますと、スケジュール表の一番上の方ですが、平成１５年の７月に法定協議会設置、それと１７年の１月に新自治体スタートということで、７月に法定協を設置して１７年の１月に新町発足という体制でスケジュール表を作成してあるものです。

　今度は一番下の方をごらんいただきたいと思いますが、業者決定までのスケジュールということで、４月下旬に基本計画書作成、それと７月下旬に業者決定ということで、業者決定まで３ヶ月ほどかかることになっております。それと、業者決定から平成１７年の１月のシステム本稼働まで約、１７カ月ほどかかるということでスケジュール表を作成してあります。

　一連の作業が約、２０ヶ月ほどかかるという予測でこういうスケジュール表が作成されているわけでありますけれども、先ほどから何度もお話が出ていますように、３町村ともそれぞれ電算システムについてはそれぞれ違ってシステムで現在運用されております。住民票台帳あるいは税務、福祉、財務関係などそれぞれ役場の業務として総合システムとして電算化をされて現在各町村で業務が行われているわけでありますけれども、電算抜きでは日常業務が滞ってしまうということが言えると思います。今後合併を進めるということで合併したと仮定した場合に、合併の日から即、合併の前日の業務を滞りなく行えるような状況にして合併をしていかなければ十分な住民サービスを行うことができなくなってしまいます。そういったことから、残り平成１７年の３月まで約２２ヶ月しかございませんけれども、そういった時間を考えると一刻の猶予もできないという状況にあるということを報告いたしたいと思います。

　以上です。

甲斐会長　　　　

電算の場合は非常に確実に飛び越えていくことができないというか、途中の手順を端折ることができないということで、確実に期間が必要だということでございます。したがいまして、その中で合併のスケジュールの中でも、手順の中でもこれが一番確実に期間が必要だということですので、それから逆算しますと法定協もやはり早目にということになっているわけですが、例えばさっき私が言いましたように、蘇陽町さんが町村会の方に乗りかえるというのであれば、こっちは乗りかえていますから、あとは清和村が乗りかえて、独自に乗りかえていくと合併のときには、若干、広域的な（発言する者あり）例えば令書のやり方と…。（発言する者あり）私の考え方でばかりではいけないようで、認識だけではいけないようですので、いま少し経過を…。

事務局（藤原）

　電算システムの統合については、今それぞれ３町村で違うシステムで動いております。今、事務事業現況調査あたりでそれぞれ３町村の事務のやり方がそれぞれ違いますので、今後法定協に入って実際にどこかのシステム業者と契約をしていった場合に、例えば一つの様式を３町村同じものに、一つの町になるわけですから様式を統一したり、事務なども一緒に統一していかなければならないということです。

　それと、例えば庁舎、本庁方式になるか分庁方式になるかわかりませんけれども、それぞれ３町村の庁舎がそれぞれ残った場合に、光ケーブルでつなぎ合わせてネットワークを組んで、どこでも住民票とか各種証明書がとれるような体制をとっておく必要が、合併した場合にはそういうことが考えられますので、それぞれ町村会のシステムに移行、それぞれが移行するのではなくて、一緒になった統一のシステムにするということで考えていただければと思います。

　以上です。

甲斐会長 

だから、モデル的にはやっぱり６月の下旬ぐらいには法定協にならないと電算のシフト乗りかえが非常に事務的に大変だということです。これをまず御認識いただいて、今日はそういうことで、できればそのあたりを御理解いただいて……。

堀田事務局長　　　　 

今、電算の問題については大変長い期間必要であるということから、例えば、先ほど御船甲佐の合併協議会のスケジュールの中でも一番下の業者決定までのスケジュールの説明があったかと思いますけれども、計画書をつくるのに数千万、それから本体導入など億単位で実際お金が要るようになります。ですから、この業者を決定したということで計画書をつくるときに予算として各町村それぞれ数千万単位ですので、１，０００万近く要るような大きな事業であります。期間的にも業者決定まで３カ月ぐらいはかかるということで、できればこれは３町村の首長さんたちにも同時に実はお願いしなければならない問題ですけれど、お金の要らない範囲で、例えば数社ぐらいの業者を、優秀な業者を選んでデモといいますが、見本を出してもらうということもどこの協議会でもやっているようでございますので、どこの業者がどの程度の力量があってどういう構築をしたらいいかというふうなその会社の概要を皆様方にお知らせできるところまでできればいいなと思っております。お金の要らない範囲で、こういうところまでできれば、後の事業を進める上で非常にスムーズにいくのではないかと事務レベルとしては思っているところです。

　以上です。

甲斐会長

  法定協になりますと正式な手続は、規約を議会の議案として出すことがまず先、それが６月定例じゃないとやっぱり先ほど言いました６月定例後にということですから、その後の議会でないとだめだということ。その前にもっと法定協になりますと恐らくこのメンバーに一般住民の皆さんの参加が必要ですし、もっと人数も数十人に膨らんでいくと思っていますので、それぞれの３ヶ町村から、その中でなかなか今度はそうなりますと具体的な論議というのは非常に難しいですから、任意協での御意見はいただく際にもあれだけは失礼ですが、財政のみになるとやっぱりこのメンバーの方がかなり詳しい。それで一般住民の皆さんの御意見はやっぱり自分たちと行政が遠くなる、この論議が一番出てくると思います。だから、役場の位置ももちろんですが、それから、議会の例えば定数の特例、任期の特例になりますと、これは議会の皆さんの関心事でありますから、その前に法定協への、任意協から法定協に入っていく際のもうちょっとしたいろいろな詰めも６月議会でも報告しながら必要ではないかと思います。

　それで、実をいいますと、うちの議会は多くの御意見ではなかったのですが、ほんとはシングルでいく討議も反面で意見としてはあると。矢部町の場合です。それから清和との合併もあるという御意見もある。私は、ここまで来ているわけですから、３ヶ町村という形でいろいろな御意見は説得してまいりたいという考えを持っておりますので、今そのあたりを、うちの場合にもまだアンケートもとっておりませんので、このあたりについてはとっていくという手順が必要だと思っておりますし、いま少しその辺も必要な、法定協に支出する際の前段階が必要ではないかとも思っております。

　ほかの町村としては、恐らく３ヶ町村の町村長さんも法定協にいく際には少し、もっと踏み込んだというような部分も必要だと思っておりますので、この雰囲気でそのまま法定協にいくにはまだまだ住民の皆さんへの説明、御意見なり協議に…。なかなか御意見はいただくものの、私も選挙のさなかに、選挙中というか少し前に、ばたばたと説明をしてまいりましたが、参加が少ないですよ。これが悩みですね。やっぱりアンケート調査、御意見だけでは私はほんとのやりとりができないと思っておりましたので、やっぱりひざ詰めで論議をしていきたいと思っておりますのに、やっぱり自分のこと、将来のことで考えていくときに参加が少ない。それが非常に悩みですね。

　やっぱり、おいでいただくと我々も明確な、そして一つの考えあたりを説明していきたいのですが、精いっぱい頑張ってしたつもりですが少ないと。今矢部町の場合に１３区終わったところです。説明においでいただいた人には、意見をいただくときに御理解をいただくように説明をしますが、やっぱりおいでいただいた人はほとんどが賛成というか、異存はないという御意見で、おいでいただかない人がやっぱりいろいろ御意見があるものですから非常に…。おいでいただけば反対なら反対の人について実を言うとこうだというそのあたりを示していけるのですが、その悩みは実を言うとございます。ほかの町村も同じだと思いますけど。

田上聖委員（矢部町）

電算システムにおいては首長さんと事務局側と、そして役場の総務課長さんたちでいろいろ準備を、時間がないならば準備を進めていただいて、私たちの方には事後承認というような形ででもお示しいただくことをお願いしたいと思います。時間がゆっくりあってゆっくり準備ができるならばそういったこととして、急ぐ方面については合併に向かって準備は事務局で、事務方で準備を進めていただきたいとお願いしたい。そういうお願いをいたします。

甲斐会長

  電算についてはそれぞれの担当課、専門的にというか、その担当についていま一度集まっていただいて進めていきたいと思いますし、合併とは別に例えば事務組合でやっている部分もありますので、広域電算処理ということで。そのあたりも踏まえながらもやっぱり早目に進めていかないと時間クリアできないと思っていますので、議長の方から御意見もいただきましたようなことを含めて、早速動いていく必要があろうと思っております。いろいろ御意見をいただいたところですが、ほかに何か特段ございませんか。事務局の方からは。
事務局（藤原） 

先ほど御承認いただきました将来ビジョンですけれども、今日から印刷の方に入らせていただいて、６月の上旬か中旬ぐらいで各世帯に配送をしたいと思っておりますのでよろしくお願いします。

甲斐会長 

こういったものを具体的に住民の皆さんに配布してまいります。そうしますと今度はリアクションが出てまいりますので、それに対して我々も対応していく必要があろうと思っておりますので、中には合併するとなり、まだまだということがあろうと思っていますが、とにかく住民の皆さんとキャッチボールをやることも必要だと思っておりますので、まず第１段としてそういったビジョンを住民の皆さんにお示しをするということで事務局の方で準備しておりますので、委員の皆さんにおかれましてもいろいろ話が入ったときにはそういったことについて説明をしていただきたいと私の方からお願い申し上げます。

　特にございませんか、ほかに。

田上聖委員（矢部町）

九電の矢部営業所が廃止されると聞いておりますが、どうなっていますか。

甲斐会長

　この協議会のその他については一応終わってよろしいでしょうか、それまでを含めて。ありがとうございました。御協力いただきまして。

　それから、これは別件でございますが、九電の営業所が矢部・清和・蘇陽が所管エリアだそうでございます。それが九電のいわゆる規制緩和でこの電算、電力供給事業債も算入しているから、競争に向かっていくためにはぜひ合理化をしていきたい。事務所等もやりたいと。矢部の営業所が実を言うと一つターゲットになっております。話を聞きますと、御船ももう去年廃止になっているようであります。この際、先ほど事前に会議の前に話しましたように、言うならば置き土産ぐらいはどうにかすべきですね、何とか私も前で話していますが、甲佐に矢部の営業所を持っていきたい。そして甲佐の西邦電気がありますね。あそこに持っていきたいという話で、御船と矢部と何かを統合したいという話でしたので、私は情報キャッチしましたからすぐ電話して、そのようなことができるのですかと言ったら向こうの方が数年前でありましたがびっくりして、なぜ町長は知っているのですかということで切り返してきましたが、その計画は実をいうと逆やみになったわけですが、もう熊本東の方に持ち込みたい、そういう状況があるようです。

　私としては九電にそのとおりのことを言いました。甲佐から矢部に上ってくるときには、矢部は雪が降っても甲佐は雪が降りませんよ。例えば矢部清和蘇陽の雪害等についてうちは情報キャッチできないよ。だから矢部にいれば雪はどの程度だから、例えば雪害の状況あたりもすぐわかるからということで、矢部がいないと大変だよという話で随分と私も強く向かっていったことがあります。

　しかし、今回の場合にはもうある程度の内部決定がされているのではないかと思いますが、その中で何とか存続運動を３ヶ町村エリアでの所管ですので向かっていきたい。おおよそ九電の方からは業者に委託しますから、停電等については車で熊本から１時間ですからという話で電柱は切り返してくれておりますが、蘇陽までも１時間半はかかりますから、そういった中でぜひ存続運動をやっていきたいと、執行部と議会の皆さん、今日、私の方も企画課長の方にそういった指示をしておりますので、皆さんの方に呼びかけがあったときに、一緒に行動をとって、どうしてもだめなときは置き土産ぐらいなりと、私も先ほど言いましたように、社長が確か６日１日から新任課長、松尾さんが着任されます。私はお祝いに１回行かなければと思っておりましたが、お祝いを言いながら、先ほど言いましたようなこともちょっと語りかけたいと思っておりますが、そういうことでよろしくお願いします。

兼瀬副会長　　　　  

どうも皆さんほんとに長い時間御協議いただきましてありがとうございました。いろいろな問題がまだまだ大半あるわけでありますが、今後ともよろしくお願い申し上げます。

　第４回の協議会を閉会します。ありがとうございました。


（正午閉会）
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